
令和２年６回たつの市教育委員会定例会議事日程 

 

      と き 令和２年３月２４日（火） 

                                     午後２時３０分 

ところ 市役所分庁舎ホール 

 

１ 開会宣言 

 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

 

３ 教育長諸報告 

 （１）臨時休業の対応について 

 （２）たつの市議会３月定例会一般質問について 

 （３）不登校・いじめについて 

    

 

４ 議事 

  報告第 ５号  令和元年度たつの市一般会計補正予算の見積りについて 

議案第１２号  令和２年度たつの市教育方針について 

  議案第１３号  教育財産の所管換えについて 

  議案第１４号  教育財産の用途廃止について 

  議案第１５号  たつの市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する規則制定について 

 

   

         

５ 自由討議 

    

 

 

６ 次回教育委員会開催予定日   令和２年４月２４日（金） 午後２時～ 

〃        開催場所     （  本庁 第３委員会室   ） 

  次々回教育委員会開催予定日  令和２年５月  日（ ） 午後２時～ 

     〃    開催場所    （              ）  

 

 

７ 閉会宣言 

 

 



令和２年第６回たつの市教育委員会定例会会議録 

           

と き 令和２年３月２４日（火） 

午後２時３０分 

ところ  たつの市役所分庁舎ホール 
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ただ今から、令和２年第６回たつの市教育委員会定例会を開会します。 

 

本日は教育委員が１名欠席でございますが、たつの市教育委員会会議規則第３条の規定によ

り、教育長及び在任委員の過半数が出席していることから、本会議は成立することをお伝えし

ます。 

 

 それでは、会議録署名委員の指名を行います。●●委員を指名します。よろしくお願いしま

す。 

 

 次に、会議の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

 

 教育長諸報告のうち、（３）不登校・いじめについては、たつの市教育委員会会議規則第９条

第１項第７号の規定により、非公開にすることが適切であると思われます。 

 賛成の方は挙手願います。 

   ＜ 挙手 ＞ 

 賛成が出席委員の３分の２以上の多数と認め、非公開と決定します。 

 それでは、先に公開案件を審議した後、非公開案件の審議を行います。 

  

 それでは、３教育長諸報告に入ります。 

 （１）臨時休業の対応について、事務局説明願います。 

  

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

   臨時休業日 ３月３日（火）から３月２４日（火） 

学校登校日の出席状況 

   ３月１６日（月） 小学校児童数 ４，０４０人中 

               出席数 ３，９４７人（９８％） 

            中学校生徒数 １，９６７人中 

               出席数 １，８８８人（９６％） 

   ３月１９日（木） 小学校出席数 ３，９９６人（９９％） 

            中学校出席数 １，２３７人（９７％） 

 

   放課後児童クラブの対応、利用状況 

   ３月３日から３月１３日 出席児童数 平均３７８人（６０％） 

   ３月１６日から３月２３日 出席児童数平均４２０人（６４％） 

 

 まずは、学校での対応について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

 「感染予防のための欠席２名」とありますが、これはどのようなことですか。 

 

 当初、兵庫県内で感染者がいない状況で臨時休業に入ったにも関わらず、県内に感染者が出

ているのに登校日を設けていることが保護者としては納得がいかないということで、欠席され

たご家庭がいらっしゃいました。 

 

 欠席された児童生徒の給食費の扱いを教えてください。 

 

 給食費はいただくこととしています。 

 

 ３月分は２日と１６日のみ給食費が発生するということになります。 

 この臨時休業期間中、市民から教育委員会への問い合わせはありましたか。 
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 １件は先ほど申し上げたものです。もう１件は、教員はマスクを着けて対応するよう指示を

していましたが、３月１６日の登校日の際に、教員がマスクをせず、子どもと接していたとい

うものです。一時的な状況ではあったとは思いますが、直ちに学校長へこの旨を連絡し、マス

ク着用を徹底するよう指導しました。以上、電話にて２件の問い合わせがありました。 

 

 今後、マスクの在庫も限界がくる恐れもあります。教職員においても常にマスクを着用する

ことが困難な状況が来るかもしれません。 

 厚労省からの通知には、咳や発熱等がある方は飛散しないようマスクをするよう記載されて

いました。 

 次に、放課後児童クラブについてのご質問等はございませんか。 

 

今回で新たに利用された児童は何人ぐらいいらっしゃるのですか。 

 

記載にもありますとおり、３日から１３日は２１人、１６日から２３日では３７人となりま

す。 

 

出席率が６０パーセントというのは、通常と比べて多いのですか。 

 

通常は、もう少し多い出席率です。 

 

入会登録をしている児童すべてを受け入れできるよう対応しています。 

放課後児童クラブについての保護者からの問い合わせはありましたか。 

 

保育料についての問い合わせがありました。国の発言が分かりにくかったことから、保育料

の無料に関する問い合わせがありました。 

 

放課後児童クラブの開設に伴い、指導員の皆さんからは快く受け入れしていただきました。

また、換気や消毒を徹底していただいたり、子ども同士の間隔を多く取るようにも心掛けてく

ださいました。 

 

昨日、市の対策本部会議があり、教育施設についての対応を御報告いたします。 

体育館については、春休み以降、トレーニング室だけは利用停止します。汗をかいたりするこ

ともあり、ウイルスが残りやすいということです。小中学校の部活動については、条件を付け

て再開します。放課後児童クラブは、感染防止を徹底しながら通常通り開設します。幼稚園、

保育所、こども園も通常通り開園します。 

 フェーズ２の市内に１名感染者が出た場合、閉鎖する施設は市のホームページでお知らせし

ます。小中学校は、感染者の感染ルートや感染の広がりの予測等を把握した上で、臨時休業と

するか判断することとします。放課後児童クラブは、臨時休業とした学校では午前８時から午

後７時まで開設します。幼稚園、保育所、こども園については、市内に感染者が出た場合、保

護者には家庭保育ができる方は家庭保育を依頼します。感染者と濃厚接触者が学校関係者であ

れば、その学校を臨時休業とし、その他の学校は臨時休業とするか判断します。臨時休業とし

た学校は、放課後児童クラブの受け入れは休止します。幼稚園、保育所、こども園は、感染者

が出た園は完全臨時休園とし、その他の園は休園するか判断します。なお、どうしてもご家庭

で保育が困難な方は、園で受け入れることとします。 

 フェーズ４で、市内で感染者が複数出た場合のうち、複数の感染経路で発生した場合は、状

況に応じ、全市完全休業、休園を判断していきます。以上で、フェーズの説明を終わります。 

 

 海外から帰国した方が複数発症するといった感染ルートの場合、直ちに市内の学校を休業す

ることはどうかと思います。 

 

 その場合、保健所等の関係機関と十分に協議をしなければなりません。海外から帰国された

方が発症までの間に、どれくらい市内で行動されていたのかを特定する必要があります。特定

できない場合は、学校を臨時休業としなければならない場合もあります。 

 

 これはホームページに載るのですね。そうであれば、一律に臨時休業にするというわけでは

ないということを踏まえて公表していかなければなりませんね。 
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 明日２５日の新聞の折り込みに入れる予定です。国内の感染状況によってフェーズの対応も

今後変えていくことになると思います。国の方も、危機意識が緩まることを警戒されています。

今後についてはその都度協議していきます。 

 次に、小中学校は、令和２年４月６日を新学期の始業日とします。 

 入学式、入園式については、参加者を限定し、規模を縮小して実施する予定です。 

 

 今年の小学校の卒業式は、卒業証書授与に重きを置いて実施されました。例年、卒業式の練

習時間は膨大です。今回のコンパクトな卒業式を踏まえて、今後見直しても良いのではないか

と感じました。 

 

 いろいろな御意見、ありがとうございました。以上で、臨時休業の対応についての報告を終

わります。 

  

 次に、たつの市議会３月定例会一般質問について、報告いたします。 

 会派代表質問として、赤木議員の質問です。新たな事業の「祝入学支援事業」について、市

内全小学校の入学児童に、１万２千円程度の学用品を渡します。例えば、算数セットやノート

等を想定しています。市として入学を喜んでいるということを伝えられたらと思います。 

 次に、室津北前船関連文化財の日本遺産については、今後室津の中に案内表示板を設置する

ことをお答えしました。来年は賀茂神社が修繕工事が完成しますので、効果的なイベントを実

施することを答えました。 

 名村議員の学校の適正規模・適正配置に関する質問ですが、要検討対象校のＰＴＡ、地元住

民に対しての説明会とアンケートを実施し、アンケートは現在集計中と答えました。 

 学校給食費の小学校の無料化についての質問です。これについては、新たな学校給食センタ

ーが稼働する際に、小学校の給食費無料化を検討していくと答えました。なお、今回のＧＩＧ

Ａスクールや学校の空調設備の整備でかなりの大きな額を学校に投資しています。この給食費

無料化は恒久的な事業になりますので、財源の確保が必要であることを答えました。 

 柏原議員の給食費の質問では、小学校以下を対象とした給食費無料化についてです。小学校

については先ほどの内容となります。幼稚園、保育所、こども園では、私立を含めると給食費

は統一されていませんので、無料化は難しいことを答えました。 

 次の質問で、幼児教育、保育が無償化になってからの現在の状況ですが、３歳児の入園者が

若干増えている状況ですが、来年度４月の入園時は、待機児童はいないことを答えました。今

後の体制については、保育士の確保をしていくことを答えました。 

 次の学校の適正規模・適正配置についての質問ですが、先ほどの赤木議員への説明と同様で

す。また、具体的な方針はいつ出すのかという質問に対し、３月中に地域に説明を行い、その

後に具体的な方針案を出すことを答えました。 

 次の「歴史文化基本構想」や「歴史的風致維持向上計画」の質問ですが、歴史的風致維持向

上計画を作ろうと思っても歴史文化基本構想を策定しないとできません。まず、教育委員会と

しては、この歴史文化基本構想を策定していくことを答えました。令和２年度から取り掛かっ

ていく予定としています。 

 次の質問ですが、「淡口醤油発祥の地」として目指してはどうかということです。まずは、伝

統的建造物群保存地区として取り組んでいきますので、その中で検討することを答えました。 

 次に、和田議員の質問です。放課後児童クラブの現状について説明し、課題の一つに支援員

確保のことを答えました。また、入会の資格についての質問について、特に和田議員が心配さ

れていたことが、産前産後に入会したい場合、その産前産後は病気等の理由に該当するのかと

いうことでした。基本的には該当する旨を答えました。保護者の状況等を聞き取った上で、必

要があれば入会できることを説明しました。条件に産前産後ということも記載すればどうかと

いう提案がありましたが、産前産後の期限を決めることは難しいため、個別に対応していくこ

とを答えました。 

 堀議員の質問です。就学援助費について、入学準備金を２月に前倒して支給したことを答え

ました。また、放課後児童クラブについては、先ほど答弁した内容で取り組んでいることを答

えました。学校園の給食費の質問で、小学校の給食費については今後検討する旨を答えました。

新型コロナウイルス感染防止対策についての質問では、先ほど報告しました内容で各学校園、

給食について対応していることを答えました。 

 横田議員からの質問です。各種団体で実施する体育大会において看護師若しくはそれに準ず

る資格者を必要に応じて派遣できるよう、体育協会事務局が一括してボランティア登録の窓口
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となってはどうかとう要望でした。まず、基本的に、大会を開催するにあたって救急体制を整

えるのは大会主催者となります。大会主催者には必ず課せられます。このことから、窓口を一

本化することは難しいことを答えました。なお、市の主催する大会等は市できちんと確保して

います。 

 

 以上、何かご質問、ご意見はございませんか。 

 ないようですので、４議事に入ります。 

 報告第５号「令和元年度たつの市一般会計補正予算の見積りについて」のうち、まずは教育

総務課分の説明をお願いします。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

  

 校内ネットワークのイメージを教えてください。 

 

 １GBPSで、ルーターは各教室に設置します。 

 

 体育館にも設置するのですか。 

 

 はい。 

 

 国の補助金の割合が３分の２ですが、満額補助ではないのですね。 

 

 ３分の２が国庫補助金で、３分の１は市債を活用して支出します。 

 

 １台４万５千円はとても少ない金額ですが、この金額で基準に合うパソコンが購入できるの

ですか。 

 

 国からは４万５千円を上限に補助金が支給されます。企業もこの金額以内で文科省が指定す

る基準相当のパソコンを用意できるよう調整しています。これにより、兵庫県では一括して発

注することを考えています。 

 

 分かりました。 

 

 それでは、次に、教育環境整備課の補正予算について、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 空調の設置ですが、各学校の特別教室等に空調を整備されますが、その他に入れなければな

らない場所はありますか。 

 

 今回でほぼ全て整備されることになります。 

 それでは次に、社会教育課の補正予算について、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 先にご説明しました新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休業に伴う放課後児童クラ

ブの必要経費となります。 

  

 何かご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。報告第５号は、原案のとおり承認してよろしいですか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第５号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 次に、議案第１２号「令和２年度たつの市教育方針」について、事務局説明願います。 
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  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第１２号は、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 続きまして、議案第１４号「教育財産の所管換えについて」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上について、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第１４号は、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり承認いたしました。 

 

 続きまして、議案第１５号「教育財産の用途廃止について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上について、何かご質問、ご意見はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第１４号は、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 続きまして、議案第１５号「たつの市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する規則

制定について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上のことで、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

 要するに、年度途中の特別支援学級や通級学級の入級に対して審議するための改正ですか。 

 

 就学の際には保護者の意向が最大限に反映するよう改正されています。更には、就学時以外

にも助言を行うという観点から、継続的に教育支援を行うため、今回改正したものです。 

 

 分かりました。 

 

 「障害」は漢字でよろしいのですか。 

 

 総務課とも協議しており、本市においては他の部局もこの「障害」という漢字を使用してい

るものです。 

 

国や県の法律や条例も漢字を使っていることから、現状においては、漢字で「障害」と表記す

る方が良いと判断するものです。各種団体においては、ひらがな表記や「障碍」という漢字を

使用されたりしていますが、法的にはこの「障害」という表記となります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他にご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第１５号は、原案のとおり承認してよろしいか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり承認いたしました。 

 

 以上で、公開案件の審議は終わり、ここから非公開案件の審議に移ります。 

  

  ＜ 非公開案件の審議 ＞ 

 

 次に、自由討議に入ります。何か討議事項をお持ちの方はいらっしゃいませんか。 

 

 ないようですので、これで自由討議を終わります。 

 

 次に、次回以降の教育委員会定例会の開催予定日について、事務局説明願います。 

 

  ＜ 次回、次々回の日程調整 ＞ 

 

 以上で、第６回教育委員会定例会の日程は、全て終了しました。これをもちまして閉会しま

す。 

 

 

午後３時５０分終了 
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